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議案第 ３２ 号  

 

周南市児童厚生施設条例の一部を改正する条例制定について 

 

周南市児童厚生施設条例の一部を改正する条例を次のように定める。 

 

   令和２年２月２６日 提出 

 

周南市長  藤  井  律  子        

 

周南市児童厚生施設条例の一部を改正する条例 

周南市児童厚生施設条例（平成16年周南市条例第52号）の一部を次のように改正す

る。 

第２条第２項の表児童園の項を削る。 

第３条から第６条までを次のように改める。 

（事業） 

第３条 児童館は、次に掲げる事業を行う。 

(１) 児童館の施設の利用に関すること。 

(２) 健全な遊びを通し、児童の集団及び個別指導を行うこと。 

(３) 児童の福祉を増進することを目的とする団体等との連絡に関すること。 

(４) 前３号に掲げるもののほか、市長が必要と認めた事業 

（休館日） 

第４条 児童館の休館日は、次のとおりとする。ただし、市長が特に必要があると認

める場合は、これを変更することができる。 

(１) 国民の祝日に関する法律（昭和23年法律第178号）に規定する休日 

(２) ８月13日から８月16日まで 

(３) 12月29日から翌年の１月３日まで 

（開館時間） 

第５条 児童館の開館時間は、午前９時から午後５時30分までとする。ただし、市長

が特に必要があると認める場合は、これを変更することができる。 
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（対象者） 

第６条 児童館の利用対象者は、周南市内に住所を有する者で、次に掲げるものとす

る。 

(１) 18歳未満の児童 

(２) 児童の保護者 

(３) 児童の健全育成のための団体 

(４) 前３号に掲げるもののほか、市長が特に認めたもの 

第７条の見出し中「及び入園」を削り、同条中「及び児童園に児童の入園を希望す

る保護者」を削る。 

第８条の見出し及び第９条の見出し中「児童館の」を削る。 

第17条を削り、第18条を第17条とする。 

附 則 

この条例は、令和２年４月１日から施行する。 
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（参 考）  

周南市児童厚生施設条例新旧対照表  

現行  改正案 

（設置） （設置） 

第２条 （略） 第２条 （略）  

２  児 童 厚 生 施 設 の 種 類 、 名 称 及 び 位 置 は 、 次 の と お り と す

る。 

２  児 童 厚 生 施 設 の 種 類 、 名 称 及 び 位 置 は 、 次 の と お り と す

る。 

種類 名称  位置  

児童館  周南市 富 田東 児童

館 

周南市桶川町２番１号 

周 南市福 川南 児童

館 

周南市中畷町６番５号 

児童園 周南市長穂児童園  周南市大字長穂714番地の１ 
 

種類 名称 位置 

児童館  周 南市富 田 東 児童

館 

周南市桶川町２番１号 

周南市 福 川 南 児 童

館 

周南市中畷町６番５号 

 

 

 

（事業） （事業） 

第３条 児童館及び児童園は、次に掲げる事業を行う。 第３条 児童館は、次に掲げる事業を行う。 

種類 事業  

児童館  (１ ) 児童館の施設の利用に関すること。 

(２ ) 健 全 な 遊 び を 通 し 、 児 童 の 集 団 及 び 個 別 指

導を行うこと。 

(１ ) 児童館の施設の利用に関すること。 

(２ ) 健全な遊びを通し、児童の集団及び個別指導を行うこ 

と。 

(３ ) 児童の福祉を増進することを目的とする団体等との連 

絡に関すること。  

(４ ) 前３号に掲げるもののほか、市長が必要と認めた事業 
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現行 改正案 

(３ ) 児 童 の 福 祉 を 増 進 す る こ と を 目 的 と す る 団

体等との連絡に関すること。 

(４ ) 前 ３ 号 に 掲 げ る も の の ほ か 、 市 長 が 必 要 と

認めた事業  

児童園 家 庭 と の 連 携 を 図 り つ つ 、 入 園 児 童 の 健 全 育 成 を

図るための保育に関すること。  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（休館日及び休園日） （休館日）  

第４条  児童館の休館日及び児童園の休園日は、次のとおりと

する。ただし、市長が特に必要があると認める場合は、これ

を変更することができる。 

第４条  児童館の休館日は、次のとおりとする。ただし、市長

が特に必要があると認める場合は、これを変更することがで

きる。 

種類 休館日及び休園日  

児童館 (１ ) 国 民 の 祝 日 に 関 す る 法 律 （ 昭 和 23年 法 律 第

178号）に規定する休日 

(２ ) ８月 13日から８月16日まで  

(３ ) 12月 29日から翌年の１月３日まで  

児童園 (１ ) 日 曜 日 及 び 国 民 の 祝 日 に 関 す る 法 律 に 規 定

する休日 

(２ ) ３月 25日から４月７日まで  

(１ ) 国民の祝日に関する法律（昭和23年法律第178号）に

規定する休日  

(２ ) ８月 13日から８月16日まで  

(３ ) 12月 29日から翌年の１月３日まで  
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現行 改正案 

(３ ) ８月１日から８月20日まで  

(４ ) 12月 29日から翌年の１月３日まで  
 

 

 

 

 

（開館時間及び保育時間） （開館時間）  

第５条  児童館の開館時間及び児童園の保育時間は、次のとお

りとする。ただし、市長が特に必要があると認める場合は、

これを変更することができる。  

第５条  児童館の開館時間は、午前９時から午後５時 30分まで

とする。ただし、市長が特に必要があると認める場合は、こ

れを変更することができる。 

種類 開館時間及び保育時間 

児童館 午前９時から午後５時30分まで  

児童園  (１ ) 平日  午前８時15分から午後５時まで 

(２ ) 土 曜 日  午 前 ８ 時 15分 か ら 午 前 11時 30分 ま

で  
 

 

（対象者）  （対象者）  

第６条  児童館の利用対象者及び児童園の入園対象者は、周南

市内に住所を有する者で、次に掲げるものとする。  

第 ６ 条  児 童 館 の 利 用 対 象 者 は 、 周 南 市 内 に 住 所 を 有 す る 者

で、次に掲げるものとする。 

種類 対象者 

児童館  (１ ) 18歳未満の児童 

(２ ) 児童の保護者 

(１ ) 18歳未満の児童 

(２ ) 児童の保護者 

(３ ) 児童の健全育成のための団体  

(４ ) 前３号に掲げるもののほか、市長が特に認めたもの  
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現行 改正案 

(３ ) 児童の健全育成のための団体  

(４ ) 前 ３ 号 に 掲 げ る も の の ほ か 、 市 長 が 特 に 認

めたもの 

児童園 満３歳以上で小学校就学までの児童  
 

 

 

 

 

 

 

（利用及び入園の手続） （利用の手続） 

第７条  児童館を利用（第９条に規定する時間外利用以外の利

用をいう。）するもの及び児童園に児童の入園を希望する保

護者は、市長が別に定める手続によらなければならない。  

 

第７条  児童館を利用（第９条に規定する時間外利用以外の利

用をいう。）するものは、市長が別に定める手続によらなけ

ればならない。 

 

（児童館の利用の制限等） （利用の制限等）  

第８条 （略） 

 

第８条  （略）  

 

（児童館の時間外利用の許可）  （時間外利用の許可） 

第９条 （略） 第９条 （略）  

２・３ （略） 

 

２・３  （略）  

 

（利用料金）   

第 17条  児童館の利用は、無料とする。   

２  児童園に入園を決定された児童の保護者は、指定管理者に

対し、その利用に係る料金（以下「利用料金」という。）を

支払わなければならない。 

＿  ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 

３  前 項 の 利 用 料 金 は 、 月 額 １ 万 5,000円 を 超 え な い 範 囲 内 に

おいて、指定管理者が市長の承認を得て定めるものとする。 

＿  ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿_ 
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現行 改正案 

４  市長は、指定管理者に利用料金を当該指定管理者の収入と

して収受させる。  

 

＿  ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿  

 

（委任） （委任） 

第 18条  （略）  

 

第 17条  （略）  

 

 


